茅野市上下水道緊急当番業者に関する事務取扱要領
令和8年１月16日制定
　（目的）
第１条　この要領は、本管（導水管、送水管及び配水管をいう。以下同じ。）、給水装置（個人等の給水装置を含む。以下同じ。）及び排水設備に関する上下水道緊急当番業務（以下「当番業務」という。）を行う事業者（以下「当番業者」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
　（当番業者の指定基準）
第２条　当番業者は、次に掲げる要件を全て備えている者のうちから、上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）が指定する。
(1)　茅野市指定給水装置工事事業者であること。

(2)　茅野市公共下水道排水設備指定工事店であること。
(3)　茅野市内に本店又は営業所があること。

(4)　市税（国民健康保険税を含む。以下同じ。）及び水道料金の支払い義務を怠っていないこと。

(5)　次の全てを満たす責任技術者を常時雇用していること。
ア　給水装置工事主任技術者（厚生労働大臣交付）

イ　１級又は２級土木施工管理技士（国土交通大臣認定）
　(6)　１級又は２級管工事施工管理技士を常時雇用していること。
　(7)　下水道排水設備責任技術者を常時雇用していること。

  (8)　茅野市水道工事標準仕様書に定める配管技能者を常時雇用し全ての本管に対応できるようにすること。この場合において、1人で全ての本管に対応できる必要はなく、複数の者で対応することができればよいこととする。
  (9)　当番業務を行うために必要な設備及び器材を備えていること。
(10)　本管、給水装置及び排水設備の全てに対して当番業務を行うこと。
(11)　当番日は昼夜を問わず対応できること。また、当番日の当番業者が直接施工、現場管理をすること。ただし、当番日の当番業者だけでは施工できない状況の場合は、管理者に協議をすること。　
（指定の申請）
第３条　当番業者の指定を受けようとする者は、茅野市上下水道緊急当番業者申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1)　市税の滞納がないことを証する書類

(2)　有資格者選任・解任届出書（様式第２号）

(3)　責任技術者の履歴書（様式第３号）
(4)　有資格者の資格証明書の写

(5)　有資格者を継続して雇用していることを証する書類
(6)　誓約書（様式第４号）

(7)　上下水道管修繕工事に必要な資機材の保有調書（様式第５号）
（申請書の提出期限）
第４条　当番業者の指定に必要な指定申請書は、管理者が指定する日までに提出しなければならない。
（当番業者の指定）
第５条　当番業者は、管理者において審査を行い、管理者が指定する。
２　当番業者として指定を受けた者には、茅野市上下水道緊急当番業者証（様式第６号）を交付する。

（業務の範囲）
第６条　当番業者は、本管、給水装置及び排水設備の緊急修理等の業務を行わなければならない。
２　当番業者は、当番業務を誠実に履行することにより、水道施設工事及び検満メーター取替業務の競争入札に参加することができる。
（指定の期間）
第７条　当番業者としての指定期間は、指定を受けた日から令和９年３月３１日までとする。
（変更の届出）
第８条　第３条の規定により提出した申請書に変更を生じた場合は、30日以内に茅野市上下水道緊急当番業者指定事項変更届出書（様式第７号）を提出しなければならない。
２　責任技術者、１級又は２級管工事施工管理技士、下水道排水設備責任技術者及び配管技能者に変更を生じた場合は、速やかに管理者にその内容を報告し、第３条第２号から第５号までのうち必要な様式を提出しなければならない。
　（管理者への報告義務）

第９条　当番業者は、第２条に定める指定基準を欠くに至ったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
（指定の取消し等）
第10条　当番業者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は審査を行い、指定を取り消し、又は必要と認める期間当番業者の指定を停止することができる。

(1)　法律、条例又は規程に違反したとき。
(2)　水道当番業務委託契約に違反した行為があったとき。
(3)　第２条に定める指定基準を欠くに至ったとき。
(4)　第３条各号に定める申請書の添付書類に虚偽の記載があったとき。
(5)　水道当番業務を円滑に行うための一定の技術水準に達してないと判断したとき。
(6)　前各号に定めるもののほか、当番業者として不誠実な行為があったとき。
２　前項による指定の取消し又は停止により、当番業者が損害を被ることがあっても、管理者はその責めを負わない。
　（補則）
第11条　この要領の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則
　この要領は、令和8年１月16日から施行し、令和8年４月１日からの当番業務から適用する。
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